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概
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形質変更時要届出区域
（令和２年東京都告示第910号
により指定した区域）
単位区画
筆境界
敷地境界

※格子の回転角度は、起点を通り、東西方向及び南北
方向に引いた線並びにこれらと平行して10m間隔で
引いた線により構成されている格子を、起点を中心と
して、右回りに回転させた角度を示す。

起点①は、足立区六町三丁目10番7の最北端とする。
起点②は、足立区六町三丁目10番17の最北端とする。

足立区六町三丁目
10番610番126

10番7

足立区六町三丁目
10番17



3 令和6年5月24日（金曜日） （第18068号）東　京　都　公　報



4令和6年5月24日（金曜日）（第18068号） 東　京　都　公　報

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア　

ラ
ヴ
ィ

ー
レ
仙
川

調
布
市
仙
川
町
三
丁
目
二
番
九
号

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
五
十
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
港
湾
施
設
を
臨
時
に
休
場
す
る
。

た
だ
し
、
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｒ　

Ｉ
Ｓ
Ｌ
Ａ
Ｎ
Ｄ　

２
０
２
４
が
中
止
と
な
っ

た
場
合
は
、
休
場
し
な
い
。

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

種
類

橋
り
ょ
う
附
帯
施
設
（
遊
歩
道
）

二　

名
称

レ
イ
ン
ボ
ー
ブ
リ
ッ
ジ
橋
り
ょ
う
附
帯
施
設

三　

休
場
日
時

令
和
六
年
六
月
一
日
午
後
六
時
三
十
分
か
ら
午
後

九
時
ま
で

同　
　
　
　

月
二
日
午
後
六
時
三
十
分
か
ら
午
後

九
時
ま
で

四　

理
由

Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｒ　

Ｉ
Ｓ
Ｌ
Ａ
Ｎ
Ｄ　

２
０
２
４
の
実
施

に
伴
う
混
雑
及
び
事
故
防
止
の
た
め

告
　
　
　
示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
三
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
最
高
裁

判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十

二
号
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次

の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

施　

設　

の　

名　

称

所　
　
　

在　
　
　

地

公
　
　
　
告

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
六
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

別
表
の
と
お
り

二

施
行
者
の
名
称

東
京
都

三

事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
176号

警
察
法
（
昭
和
29年

法
律
第
162号

）
第
53条

の
２
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
、
令
和
６
年
５
月
10日

、
警
察
署
協
議
会
委
員
を
次
の
と

お
り
委
嘱
し
た
。

令
和
６
年
５
月
24日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
廣
　
瀨
　
道
　
明

記

　
　
警
察
署
協
議
会
名
　
　
　
　
　
　
　
氏
　
名

警
視
庁
東
京
湾
岸
警
察
署
協
議
会
　
　
　
南
　
部
　
有
　
香
　
　
　
　

警
視
庁
東
京
空
港
警
察
署
協
議
会
　
　
　
牛
　
澤
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介
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